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告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

県
税
徴
収
金
に
つ
い
て
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の

二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭

和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
代
理
納
付
者
の
住
所
及
び
名
称

１

住
所

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
の
一

２

名
称

ヤ
フ
ー
株
式
会
社

二

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
県
税
徴
収
金

平
成
二
十
四
年
度
分
及
び
平
成
二
十
五
年
度
分
の
自
動
車
税

三

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
け
る
個
人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
自
動
車
税
並
び
に
こ
れ
ら
の
延
滞
金
の
収
納

の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

財
団
法
人
地
域
総
合
整
備
財
団
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

住

所

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ

・
デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
の
三

国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー
ン

株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
の
一

株
式
会
社
コ
コ
ス
ト
ア

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
一
丁
目
七
の
三
四

株
式
会
社
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク

ス

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一

株
式
会
社
ス
リ
ー
エ
フ

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
日
本
大
通
一
七

株
式
会
社
セ
ー
ブ
オ
ン

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
〇
〇

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン

・
ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
の
八

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
一
〇
の
一

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一
の
一

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
六
五
の
一

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
一

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
の
二
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青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
・
子
育
て
支
援
社
会
形
成
促
進
セ
ン
タ
ー
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務

を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

社
会
福
祉
法
人
青
森
県
す
こ
や
か
福
祉
事
業
団
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
県
民
福
祉
プ
ラ
ザ
の
県
民
ホ
ー
ル
及
び
研
修
室
等
に
係
る

使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
保
育
士
登
録
手
数
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
け
る
青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託

し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

株
式
会
社
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の

事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

日
本
赤
十
字
社
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
青
森
県
立
は
ま
な
す
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令(
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

青 森 県 報平成25年４月１日 月曜日 号外第35号�

名

称

住

所

Ａ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
・
Ｇ

(

ア
ス
タ
ク
グ
ル
ー
プ)

株
式
会
社
阿
部
重
組

芝
管
工
株
式
会
社

青
森
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社

青
森
市
本
町
一
丁
目
七
の
五

青
森
市
自
由
ヶ
丘
二
丁
目
三
の
三

青
森
市
第
二
問
屋
町
四
丁
目
一
一
の
三
〇

� �
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次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

青
森
県
森
林
組
合
連
合
会
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
お
け
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託

し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

青
森
県
漁
港
管
理
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

別
表
第
一
第
二
号
に
規

定
す
る
漁
船
に
係
る
岸
壁
、
物
揚
場
及
び
桟
橋
の
漁
港
施
設
使
用
料
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り

委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

委
託
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

受
託
者
及
び
漁
港
施
設
使
用
料
の
収
納
す
べ
き
範
囲

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
青
森
空
港
駐
車
場
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

青 森 県 報平成25年４月１日 月曜日 号外第35号 �

名

称

住

所

青
森
農
業
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
富
田
一
九
〇
の
四

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
城
東
北
四
丁
目
一
の
一

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合

平
川
市
本
町
北
柳
田
二
三
の
八

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合

つ
が
る
市
稲
垣
町
豊
川
宮
川
一
の
一
九

ご
し
ょ
つ
が
る
農
業
協
同
組
合

五
所
川
原
市
大
字
野
里
字
奥
野
一
〇
〇

お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
六
の
七

ゆ
う
き
青
森
農
業
協
同
組
合

上
北
郡
東
北
町
字
塔
ノ
沢
山
一
の
三
一
一

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

十
和
田
市
西
十
三
番
町
四
の
二
八

八
戸
農
業
協
同
組
合

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
内
矢
沢
二
の
五

受

託

者

名

称

(

氏

名)

所
在
地

(

住

所)

漁
港
施
設
使
用
料
の
収
納
す
べ
き
範
囲

株
式
会
社
八
戸
魚
市
場

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
日

ノ
出
町
四

受
託
者
が
取
扱
っ
た
漁
船
の
漁
獲
物
の

水
揚
金
額
に
応
ず
る
漁
港
施
設
使
用
料

八
戸
み
な
と
漁
業
協
同

組
合

八
戸
市
大
字
白
銀
町
字

三
島
下
一
〇
一

鰺
ケ
沢
漁
業
協
同
組
合

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大

字
本
町
二
〇
〇

大
畑
町
漁
業
協
同
組
合

む
つ
市
大
畑
町
湊
村
一

九
一

三
沢
市
漁
業
協
同
組
合

三
沢
市
港
町
一
丁
目
一

一

� �
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定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

十
和
田
市
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

け
る
十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
青
森
市
、
弘
前
市
及
び
黒
石
市
に
所
在
す
る
県
営
住
宅
に
係
る
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用

料
並
び
に
青
森
市
及
び
弘
前
市
に
所
在
す
る
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
係
る
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用

料
の
滞
納
家
賃
等
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
八
戸
市
に
所
在
す
る
県
営
住
宅
に
係
る
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料
の
滞
納
家
賃
等
の
収

納
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
五
所
川
原
市
に
所
在
す
る
県
営
住
宅
に
係
る
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料
並
び
に
五
所
川

原
市
に
所
在
す
る
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
係
る
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料
の
滞
納
家
賃
等
の
収
納

の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令(
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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名

称

住

所

株
式
会
社
サ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
大
字
金
山
字
亀
ケ
岡
四
六
の
一

八

名

称

住

所

コ
ー
ポ
ラ
ス
青
森
グ
ル
ー
プ

株
式
会
社
豊
産
管
理

青
森
設
備
工
業
株
式
会
社

青
森
市
大
字
大
野
字
前
田
二
一
の
一
一

青
森
市
篠
田
三
丁
目
一
二
の
五
四

名

称

住

所

株
式
会
社
東
北
産
業

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
豊
間
内
字
地
蔵
平
一
の

八
六
五

名

称

住

所

株
式
会
社
サ
ン
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
大
字
金
山
字
亀
ケ
岡
四
六
の
一

八

� �
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次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
む
つ
市
に
所
在
す
る
県
営
住
宅
に
係
る
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料
並
び
に
む
つ
市
に
所

在
す
る
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
係
る
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料
の
滞
納
家
賃
等
の
収
納
の
事
務
を

委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

財
団
法
人
棟
方
志
功
記
念
館
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
青
森
県
立
美
術
館
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
株
式
会
社
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
青
森
県
立
美
術
館
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
管
理
者
日
本
人
財
発
掘
・
ビ
ル
ネ
ッ
ト
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
に
係
る
使
用
料

の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
益
財
団
法
人
青
森
県
体
育
協
会
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
青
森
県
総
合
運
動
公
園
総
合
体
育
館
の
体
力
測
定
室
、
ス
タ
ジ
オ
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
室
、
メ
ン
タ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
及
び
リ
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
室
に
係
る
使
用

料
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
管
理
者
Ｔ
Ｔ
Ｈ
Ａ
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
青
森
県
立
郷
土
館
の
常
設
展
の
観
覧
、
特
別
展
の
観
覧
及
び
ホ
ー
ル
の

利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

青 森 県 報平成25年４月１日 月曜日 号外第35号 �

名

称

住

所

野
村
建
設
株
式
会
社

む
つ
市
旭
町
六
の
六
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東
青
地
域
県
民
局
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
青
森
県
営
柳
町
駐
車
場
使
用
料
及
び
青
森
県
営
駐
車
場
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

東
青
地
域
県
民
局
長

北

山

功

三

公

営

企

業

青
森
県
病
院
事
業
告
示
第
一
号

地
方
公
営
企
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号)

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
青
森
県
立
中
央
病
院
に
係
る
使
用
料
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
地
方
公
営
企
業

法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号)

第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
告
示
第
二
号

地
方
公
営
企
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号)

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
青
森
県
病
院
事
業
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
二
十
八
号)

別
表
に
規
定

す
る
駐
車
場
使
用
料
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七

年
政
令
第
四
百
三
号)

第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
告
示
第
三
号

地
方
公
営
企
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号)

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院
に
係
る
使
用
料
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
地
方
公

営
企
業
法
施
行
令(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号)

第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭
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住

所

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
八
の
七

名

称

住

所

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
九

名

称

住

所

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
八
の
七

名

称

住

所

株
式
会
社
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
三
九
三
の
二
七
〇

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


